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平成２１年第７回筑紫野市議会臨時会 

提出議案について 

 

 平成２１年第７回筑紫野市議会臨時会（会期１１月２５日～同月２７日）に次の議案を提

案し、承認、可決をいただきましたので、その内容をお知らせします。 

 

報告第１４号 専決処分の承認について 

 事故の損害賠償について、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決したので、同条

第３項の規定に基づき報告し、議会の承認を求めるものです。        

議案第７９号  市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正 

人事院勧告に準じて市議会議員の期末手当の支給割合を改めるため、条例を改正するもの

です。 

議案第８０号  特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正 

議案第７９号同様、人事院勧告に準じて市長及び副市長の期末手当の支給割合を改めるた

め、条例を改正するものです。 

議案第８１号 職員の給与に関する条例等の一部改正 

議案第７９号同様、人事院勧告に準じて職員の給料表、期末手当、勤勉手当の支給割合を

改めるとともに、経過措置額の引下げ等を行うため、条例を改正するものです。 

議案第８２号  教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正 

議案第７９号同様、人事院勧告に準じて教育長の期末手当の支給割合を改めるため、条例

を改正するものです。 

 


